
昭和⼆⼗⼀年勅令第五百⼀号
企業再建整備法施⾏令

第⼀条 この勅令で、特別経理会社、特別経理株式会社、旧債権、旧債権者、旧勘
定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理⼈、特別損失、整備計画⼜は決定整備計
画といふのは、企業再建整備法（以下法といふ。）の特別経理会社、特別経理株
式会社、旧債権、旧債権者、旧勘定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理⼈、特
別損失、整備計画⼜は決定整備計画をいひ、⾦融機関といふのは、⾦融機関再建
整備法の⾦融機関をいふ。
② この勅令で、資本の負担すべき特別損失の額とは、法第七条の規定により、特
別損失の額について、株主の負担額として計算した額（整備計画の定めるところ
により、指定時後整備計画⽴案の時までに新勘定に⽣じた利益⾦に相当する額を
超えない額の特別損失の額を繰越⽋損として処理しようとするときには、その額
を控除した額とする。）をいふ。
③ この勅令で、信託株式とは、信託法第三条第⼆項の規定により株主名簿に信託
財産である旨の記載のある株式⼜は⾦融機関経理応急措置法第⼋条第⼀項の規定
により公証⼈の認証を受けた信託会社若しくは信託業務を兼営する銀⾏の指定時
における信託勘定の新勘定に属する資産の⽬録に記載のある株式をいふ。

第⼆条 法第七条第⼀項第⼆号の規定により、左に掲げる債権を除くの外、会社経
理応急措置法（以下措置法といふ。）第⼗四条第⼀項の旧債権（同項但書の債権
を除く。以下同じ。）のうち知れたる債権を知れたる特別損失負担債権とする。
⼀ 特別経理株式会社に対する債権であつて外国（主務⼤⾂の指定する地域を含
む。以下同じ。）を履⾏地とするもの
⼆ 前号に掲げるものを除くの外、当該債権の債権者について、会社経理応急措
置法施⾏令（以下措置法施⾏令といふ。）第⼆⼗五条第九号の規定により在外
資産となる債権

第三条 特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産（法第三⼗四条の四第三項⼜
は法第三⼗四条の五第⼀項の規定により譲渡する資産を除く。本条に於て以下同
じ。）の全部を⼀の者に出資（法第⼗条第⼆項の規定による譲渡を含む。本条に
おいて以下同じ。）する場合においては、その出資を受ける者は、当該会社の新
勘定に所属するすべての債務を承継しなければならない。
② 特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産の全部を⼆以上の者に出資する場
合においては、その出資を受ける者は、左の各号に規定する分担の⽅法に従ひ、
当該会社の新勘定に所属する債務を分担して承継しなければならない。但し、特
定の資産を担保とする場合等であつて、決定整備計画に左の各号に規定する分担
の⽅法と異なる⽅法を定めたときには、その⽅法による。
⼀ 特定の資産の取得（特定の資産である設備の新設、拡張⼜は改良を含
む。）、管理⼜は運営に因り⽣じた債務は、当該資産の出資を受ける者が、こ
れを承継する。
⼆ 前号以外の債務は、出資を受ける資産の額（前号の規定によつて債務を承継
する場合には、その債務の額を控除した額とする。）の割合に応じて出資を受



ける者が、これを按分して承継する。
③ 前号但書の規定による⽅法を定める整備計画の認可を申請する場合には、その
理由を附記しなければならない。
④ 前⼆項の規定は、特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の⼀部を出資する
場合の当該会社の新勘定に所属する債務の⼀部の承継の場合に、これを準⽤す
る。

第三条の⼆ 特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより、その資産
の全部⼜は⼀部を出資し、⼜は譲渡（法第⼗条第⼆項、法第三⼗四条の四第三項
⼜は法第三⼗四条の五第⼀項の規定による譲渡を含む。）する場合において、そ
の出資⼜は譲渡を受ける会社の定款に、商法第百六⼗⼋条第⼀項第五号⼜は第六
号の規定により当該出資⼜は譲渡の⽬的たる財産及びその価格を記載するときに
は、その財産及びその価格の記載は、同項第五号⼜は第六号の規定にかかはら
ず、命令の定めるところにより、その種類及び数量並びに価格を記載すれば⾜り
る。
② 前項の規定は、同項に規定する場合において、出資⼜は譲渡を受ける会社が商
法第百七⼗五条第⼆項第七号⼜は第⼆百⼋⼗条ノ六第三号の規定により株式申込
証に当該出資⼜は譲渡の⽬的たる財産及びその価格を記載するときに、これを準
⽤する。

第四条 法第⼗⼀条第⼀項の規定による議決権のない株式の議決権のある株式への
転換の請求をなすことのできる期間は、当該議決権のない株式を発⾏する場合の
登記の⽇から開始する。
② 前項の期間は、⼆年を下ることができない。
③ 会社経理応急措置法第⼗四条第⼀項の旧債権（同項但書の債権を除く。）を有
した⾦融機関経理応急措置法第⼆⼗七条の⾦融機関はその債権を出資して与へら
れた当該特別経理株式会社の議決権のない株式については、前⼆項の規定にかか
はらず、転換の請求をなすことができない。

第四条の⼆ 措置法第⼗四条第⼀項の旧債権は、第五条、第六条、第⼆⼗条及び第
⼆⼗⼀条の⼆に規定する場合を除くの外、決定整備計画に定める法第六条第⼀項
第⼗号の割合を乗じた額に相当する額だけ、法第⼗五条第⼀項乃⾄第三項の規定
による認可を受けた⽇に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。

第五条 措置法第⼗四条第⼀項の旧債権の連帯債務者の⼀部⼜は全部が特別経理株
式会社である場合において、各債務者について法第⼗九条第⼀項の規定によつて
確定すべき額（連帯債務者中に特別経理株式会社でない者のあるとき、指定時後
連帯債務を負担した特別経理株式会社のあるとき⼜は法第七条の規定により旧債
権の負担額の計算を⾏はない特別経理株式会社のあるときは、当該債務者につい
ては当該債権の全額。以下残存額という。）が異なるときは、最も⼩額の残存額
に相当する部分の債権についてはすべての債権者が連帯して債務を負担するもの
とし、最も⼩額の残存額と次に⼩額の残存額との差額に相当する部分の債権につ
いては次に⼩額の残存額以上の残存額の債務を負担する債務者が連帯して債務を
負担するものとし、順次に⼩額の残存額の差額に相当する部分の債権について当
該残存額以上の残存額を負担する債務者が連帯して債務を負担するものとする。



② 前項の場合において、各連帯債務者は、同項の規定によつて負担する各連帯債
務について、従前の負担部分の割合の負担部分を負担するものとする。
③ 第⼀項の場合において、債権者は、最も多額の残存額に達するまで各債務者の
残存額の範囲内において、各債務者に履⾏を請求することができる。
④ 債務者が、その残存額に満たない額の弁済をしたときには、その残存額につい
て第⼀項の規定によつて連帯して債務を負担する債務者の多数ある部分から、そ
の弁済を充当する。
⑤ 第⼀項、第三項及び前項の規定は、⼿形⼜は⼩切⼿上の債務者の⼀部⼜は全部
が特別経理株式会社である場合に、これを準⽤する。

第六条 第⼆条に掲げる債権は、法第⼗九条第⼀項の規定にかかはらず、法第⼗五
条第⼀項乃⾄第三項の規定による認可を受けた⽇に消滅せず、その債権の額は認
可に因り確定しないものとする。

第六条の⼆ 第⼆会社に出資⼜は譲渡された資産につき⼯場財団その他の財団を設
ける場合において、財団⽬録を調製しようとするときは、左に掲げる物件は、法
第⼆⼗九条の五第⼀項の規定により、これを⼀括して表⽰することができる。
⼀ 鉄道抵当法第三条第⼀項第⼀号乃⾄第四号の器具機械並びに同項第六号及び
第七号の物件
⼆ ⼯場抵当法第⼗⼀条第⼆号の物件
三 鉱業抵当法第⼆条第五号の物件
四 明治四⼗⼆年法律第⼆⼗⼋号第⼆条第⼀項第⼀号乃⾄第四号の器具機械並び
に同項第六号及び第七号の物件
五 運河法第⼗四条第⼀号乃⾄第三号及び第五号の器具機械並びに同条第六号の
物件
六 漁業財団抵当法第⼆条第⼀項第⼆号の属具及び附属設備並びに同項第五号及
び第六号の物件
七 ⾃動⾞交通事業法第三⼗九条第⼀号乃⾄第四号の器具機械並びに同条第六号
及び第七号の物件

② 前項の規定により財団⽬録に⼀括して表⽰することのできる物件であつて、そ
の財団に属させないものがあるときは、命令の定めるところにより、財団⽬録に
その旨を記載することを要する。
③ 前⼆項の規定は、⼯場抵当法第三⼗九条（鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法
第五条及び⾃動⾞交通事業法第四⼗七条第⼀項において準⽤する場合を含む。）
の⽬録に、これを準⽤する。

第六条の三 法第三⼗四条の⼋第⼆項の規定による第⼆会社特別勘定の償却は、毎
決算期において⽣ずる利益の全額（当該利益に対して法⼈税及び地⽅税法による
事業税を課せられる場合においては、当該利益の額から当該利益に対し課せられ
るべき法⼈税及び地⽅税法による事業税の額に相当する額を控除した額）をもつ
て、これをなさなければならない。
② 商法第⼆百⼋⼗⼋条の規定は、前項の規定により第⼆会社特別勘定の償却に充
てられるべき毎決算期の利益については、これを適⽤しない。



第六条の四 法第三⼗四条の九第⼆項の規定により損⾦に算⼊される⾦額は、同項
に規定する特別経理株式会社の事業年度において⽣じた損⾦に相当する⾦額（当
該損⾦のうち第⼆会社の設⽴の⽇の前⽇を含む事業年度までに当該特別経理株式
会社において法⼈税法第九条第五項の規定により損⾦に算⼊された額があるとき
は、その額を控除した額に相当する⾦額）に第⼆会社特別勘定の額の当該特別経
理株式会社において当該第⼆会社の設⽴の⽇までに⽣じた新勘定の損失の額に対
する割合を乗じて得た⾦額（当該第⼆会社においてすでに本条の規定の適⽤を受
けた額があるときは、その額を控除した額）とする。

第七条 法第三⼗九条第⼆項に規定する会社の資産の譲渡に因る益⾦は、整備計画
⽴案の時までに会社財産を譲渡した場合の当該譲渡に因る益⾦（商品、原料品、
半製品その他財務⼤⾂の指定する資産については、当該譲渡に因る益⾦のうち財
務⼤⾂の定めるものを除く。）とする。
② 法第三⼗九条第⼆項に規定する益⾦で、特別経理株式会社の納付すべき戦時補
償特別税額（戦時補償請求権に因る益⾦に相当する⾦額を除く。）、指定時にお
いて納付すべき指定時を以て終了する事業年度以前の各事業年度の法⼈税額及び
臨時利得税額、措置法施⾏令第⼋条の⼆の規定により旧勘定の負担として経理さ
れる⾮戦災者特別税法による⾮戦災家屋税額及び⾮戦災者税額並びに指定時にお
いて指定時以前から繰り越した損⾦（指定時以前⼀年以内に開始した事業年度に
おいて⽣じたものを除く。）の合計額から指定時における法⼈税法第⼗六条第⼀
項に規定する積⽴⾦額（法第三⼗四条の四第⼀項の規定により定められる⾦額の
ある場合には、当該⾦額を控除した額）を控除した⾦額に達するまでの⾦額は、
法⼈税法による各事業年度の普通所得、旧営業税法による各事業年度の純益⼜は
地⽅税法により事業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを
益⾦に算⼊しない。
③ 法第三⼗九条第⼆項の規定の適⽤を受けようとする特別経理株式会社は、法⼈
税法第⼗⼋条乃⾄第⼆⼗⼀条に規定する申告書に財務⼤⾂の定める事項を記載し
なければならない。
④ 前項の申告書には、財務⼤⾂の定める明細書を添附しなければならない。
⑤ 法第三⼗九条第⼆項の規定は、法⼈税法第⼗⼋条乃⾄第⼆⼗⼀条に規定する申
告書に、第三項に規定する事項の記載がない場合には、これを適⽤しない。
⑥ 税務署⻑は、特別の事情があると認めたときは、財務⼤⾂の定めるところによ
り、第三項の申請書に同項に規定する事項の記載がなかつた場合においても、法
第三⼗九条第⼆項の規定を適⽤することができる。

第⼋条 法第四⼗条の⼆第⼀項の規定により旧勘定及び新勘定の併合の⽇（法第三
⼗六条第⼀項第⼀号但書の規定に該当する場合においては、法第⼗五条第⼀項乃
⾄第三項の規定による認可の⽇）を以て終了する事業年度に関する定時総会は、
他の法令⼜は定款の規定にかかはらず、当該⽇から三箇⽉以内に、これを招集し
なければならない。
② 特別経理株式会社の取締役⼜は監査役の任期は、商法第⼆百五⼗六条第三項
（同法第⼆百⼋⼗条において準⽤する場合を含む。）の規定によりこれを伸⻑す
ることができる場合においては、前項の定時総会の終結に⾄るまで、これを伸⻑
する。



第九条 法第五⼗⼀条の規定により、⽇本銀⾏が取扱ふ事務に要する費⽤は、⽇本
銀⾏の負担とする。

第⼗条 法第三⼗条第⼀項の規定により効⼒を失つた強制執⾏、仮差押え、仮処分
⼜は担保権の実⾏としての競売の費⽤は、特別経理株式会社の負担とする。ただ
し、当該⼿続の程度において、権利の実⾏に必要でなかつたものは、この限りで
ない。

第⼗⼀条 第三条の規定は、法第五⼗四条の三の規定による債務の承継の場合に、
これを準⽤する。但し、この場合において「新勘定に所属する資産」とあるのは
「当該会社の資産」と、「新勘定に所属する債務」とあるのは「当該会社の債
務」と読み替へるものとする。

第⼗⼆条 特別経理株式会社は、資本の負担すべき特別損失の額について、左の各
号に定めるところにより各株式（指定時後あらたに発⾏した株式を除く。）につ
き、株主の負担額を計算しなければならない。
⼀ 払ひ込みたる株⾦額（以下払込額といふ。）の異なる株式がある場合におい
て、資本の負担すべき特別損失の額が指定時現在の資本⾦の額の⼗分の九に相
当する額を超えるとき⼜は各株式の払込額が均⼀であるとき
資本の負担すべき特別損失の額／株式の総数
⼆ 払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が
払ひ込みたる株⾦総額の⼗分の九に相当する額以下であるとき
資本の負担すべき特別損失の額×（当該株式⼀株の払込額／払ひ込みたる株⾦
総額）
三 払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が
払ひ込みたる株⾦総額の⼗分の九に相当する額を超え、指定時現在の資本⾦の
額の⼗分の九に相当する額以下であるとき
イ 株⾦の全額の払込ある株式については

当該株式⼀株の払込額×（９／１０）
ロ 未払込株⾦を有する株式（以下未払込株式といふ。）については

当該株式⼀株の払込額×（９／１０）＋（（（資本の負担すべき特別損失
の額−払ひ込みたる株⾦総額）×（９／１０））／未払込株式の総数）

② 前項第三号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の⾦額の⼗分
の九を超える株式については、その⼗分の九を負担額として計算する。この場合
において各株式ごとの超過額を合計し、その総額を同号ロの規定により株主の負
担額として計算した額が株式の⾦額の⼗分の九に満たない株式の総数で除した額
を当該株式の同号ロの規定による負担額に加算した額をその負担額として計算し
なければならない。この場合において株主の負担額が株式の⾦額の⼗分の九を超
えるに⾄つたときも同様に計算する。その以後においても同様とする。

第⼗三条 特別経理株式会社は、その発⾏する未払込株式（指定時後あらたに発⾏
した株式を除く。）のうちでその払込額の⼗分の九に相当する額が、前条の規定
により各株式につき株主の負担額として計算した額に満たないものがあるとき
は、その株式につき、その差額に相当する額以上の未払込株⾦の払込を催告しな
ければならない。但し、資本の負担すべき特別損失の額が、指定時現在の資本⾦


